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○恵まれた位置と資源を活かした

産業集積と地場産業の振興
○自然を身近に感じつつ

持続可能な生活環境の創造

〇笠間の特性を考慮した

土地利用誘導策の確立
〇「かさま魅力軸」の形成による

市民活動・広域交流の拡大

都市づくりの目標

～活発な交流と活力に満ちた、快適で安らぎのあるまち～
”活発な交流と拠点機能の強化による、活力あふれるまち”

”快適で安らぎに満ちた、住みよいまち”

１. 改定の趣旨

現行のプランの策定から10余年が経過し、社会経済情勢や行政需要の変化等に対応し、上位・関連計画と整合

した都市計画・まちづくりの指針となるよう、「笠間市都市計画マスタープラン」の改定を行います。

今回の改定では、現行プランの都市づくりの方針を見直すことから、目標年次は変更せず、基準年次を令和3年

（2021年）として、計画期間を次のとおりとします。

２. 改定の方向性

都市づくりの現況や課題を踏まえ、都市計画マスタープラン改定の方向性を整理します。

〔改定のポイント〕

３. 都市づくりの理念と目標

「文化交流都市 笠間」を目指す総合計画の都市基盤整備分野の政策方針をもとに、都市計画マスタープランに

おける都市づくりの理念と目標を以下のように設定します。

都市づくりの現況と動向 笠間市における課題

○社会経済情勢の変化とまちづくり制度の変革

○都市の状況変化

○都市づくりの実績

○上位関連計画の策定・改定

○市民実感度調査

○土地利用コントロールのための施策体系の確立

○都市の活力を高める交通機能の強化

○活動と交流の舞台となる市街地、拠点地区の整備

○地域の魅力を表現するための景観づくりの推進

○大規模災害に備える都市防災性の向上

現行計画の基本的な

考え方の継承

持続可能なまちづくりを

実現するための

都市構造の再構築

地域の特色を活かした

魅力の強化

市民に分かりやすい

計画としての再構成

都市計画マスタープランは、都市計画法第

18 条の２に位置づけられる計画で、おおむね

20 年後を目標として都市の現状や課題を考慮

しつつ将来像を描き、その実現のために必要

となる「都市計画に関する基本的な方針」を

策定するものです。

都市計画マスタープランとは… 笠間市第２次総合計画

都市計画法
都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針

笠間市都市計画
マスタープラン

笠間市立地適正化計画都市再生
特別措置法

関連（個別）計画

■景観に関する計画
■産業・観光交流に関する計画など

具体的な都市計画
■市決定の都市計画
■県決定の都市計画

都市計画の実現方策
■都市施設の整備事業
■開発・建築の規制誘導など

改定プラン目標年次

令和１０年（2028 年）

現行プラン基準年次

平成２１年（2009 年）

計画基準年次

令和３年（2021 年）
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拠点地区----------------------------------------

○都市中心拠点

友部駅周辺を都市中心拠点として、本市の中心となる主な都市

機能の配置、集約と質の高い基盤施設整備を図っていきます。

○地域生活拠点

笠間駅・笠間支所周辺及び岩間駅周辺を地域生活拠点として、

生活支援機能の配置、集約と歴史・文化環境交流拠点と連携し

た特色ある市街地環境・景観の整備を進めます。

○地区拠点

宍戸・稲田・福原各駅周辺及び旭町、鯉淵、南友部の各地区を

地区拠点として、既存の生活支援機能を維持確保していきます。

○工業・流通業務拠点

友部 JCT・岩間 IC周辺を工業・流通業務拠点として、産業機能

の増進と企業立地の誘導を進めていきます。

○その他の産業交流拠点

畜産試験場跡地をその他の産業交流拠点

として、友部市街地と連携し、新たな産業

や住環境の向上につながる機能誘導を進

めます。

○歴史・文化環境交流拠点

笠間稲荷神社・佐白山周辺、芸術の森公園

周辺、宍戸・北山公園周辺、愛宕山・上郷

周辺地区を、歴史・文化環境交流拠点とし

て、環境・景観の保全、交流空間の整備を

進めます。

都市軸------------------------------------------

●広域交流軸（かさま魅力軸）

歴史・文化環境交流拠点を含めた、国道355号及びバイパスの

沿道ゾーンを位置づけ、新たな交流拠点施設の整備、交流拠点へ

のアクセス拡充、沿道景観・環境の整序を進めます。

●都市生活軸

３つの市街地を結ぶ国道355号を中心とした路線、友部市街地

と鯉淵・旭町地区を結ぶ路線、笠間市街地と稲田・福原方面を連

絡する路線を位置づけ、道路交通機能の強化、快適化を図ってい

きます。

●広域交通軸

常盤自動車道、北関東自動車道、国道50号、355号を位置づ

け、鉄道各駅周辺及び高速道路 IC周辺の交通拠点とともに広域

への利便性や交流を促進します。

〔将来都市構造図〕

４. 将来都市構造
土地利用----------------------------------------------------------------------------------------------

都市計画マスタープランの基本となる土地利用構成については、次のようなゾーンで構成します。

自然公園ゾーン 住居系市街地ゾーン その他の住宅地ゾーン 工業系市街地ゾーン田園集落・農地ゾーン
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3-1. 公園・緑地の方針

憩いの場の確保、災害

時の避難場所等として、

公園の整備と緑地の保

全・活用を進めます。

3-2. 景観形成の方針

笠間の風土と営みから生まれた景観の保全・活用

を進めます。

3-3. 環境保全の方針

自然環境の保全や緑地としての活用などにより、

地球環境への負荷の低減を図ります。

1-1. 基本的土地利用の方針

笠間・友部・岩間それぞれの特徴を生かし、自然・

農業の保全と都市環境とが調和した土地利用を基

本として、集約と連携に

よるまちづくりや交流と

賑わいづくりの実現に向

けた取り組みを進めます。

1-2. 規制誘導の方針

非線引き都市計画区域を基本としながら、当該地

域の特性や市街化の状況等を考慮して、適切な都市

計画制度の活用を図ります。

1-3. 空家・空地対策の方針

居住環境と賑わいの維持に向けて、管理不全の空

家の除却や都市の既存ストックとしての利活用を

促進します。

健康で快適な生活環境

を実現する基盤施設とし

て、計画的かつ効率的な

整備を進めます。

既存施設のバリアフリー化やユニバーサルデザ

インを取り入れたまちづくりを進めます。

災害に強い都市環境づくりを進めるため、防災・

減災のための必要な施策を実施します。

既設の都市基盤の安全かつ効率的な維持、活用を

図ります。

５. 分野別方針

将来都市像を実現するため、次のような分野別の方針を設定します。

2-1. 道路整備の方針

国・県道や都市計画道路、主要な市道などの幹線

道路の整備について、市民の日常生活における利便

性や市外からのアクセス

性を向上させるための道

路整備を進めます。

2-2. 公共交通の方針

利用しやすい公共交通ネットワークを形成し、持

続可能な公共交通の実現を図ります。

１.土地利用の方針 ３.都市環境形成の方針

４.河川・排水整備の方針

５.都市防災の方針

６.バリアフリーとユニバーサルデザインの方針

７.都市基盤の維持管理の方針

まちづくりの情報提供やまちづくり組織の育成

など、市民協働のまちづくりを進めます。

８.市民協働のまちづくりの方針

２.交通体系形成の方針

笠間芸術の森公園スケートパーク

笠間稲荷門前通り

主要幹線道路（国道355号バイパス）

涸沼川
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６. 地域別構想

将来都市像と分野別方針を踏まえ、

計画内容をより地域に即したものと

するため、５つの地域別に将来像や地

域づくりの方針を示します。

●笠間稲荷神社・佐白山周辺では、地域資源を生かした交流空間と

して、回遊・散策環境の整備を進めます。

●笠間駅周辺や稲荷門前通り地区などでは、街なかへの居住誘導や

都市機能集積、空店舗の利活用などの都市施策を進めます。

歴史文化資源を生かした
交流空間の創出

●良好な都市空間を目指し、関連道路網や公園等の整備を進めるほ

か、都市的土地利用を促進します。

●涸沼川の洪水浸水被害や市街地内の冠水被害を防止するため、ハ

ード・ソフトと一体となった治水対策を進めます。

安全で質の高い
生活空間の創出

●用途地域周辺や国道50号・355号

沿道では、適切な沿道利用に向けた

規制誘導に努めます。

誇りと愛着の持てる
美しい地域空間の創出

●国道５０号以北に分布する集落で

は、集落機能の維持のため、公共交

通等の施策を検討します。

地域の環境と共生した
生活空間の創出

Ⅰ.北部地域

笠間稲荷神社

地域の将来像「地域の歴史・文化が薫る笠間の交流・生活空間」

〔地域区分図〕
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誇りと愛着の持てる
美しい地域空間の創出

●稲田駅、福原駅周辺地区や笠間西

IC 周辺などでは、周辺環境と調和

した秩序ある土地利用の誘導に努

めます。

●地域資源の稲田石や交流拠点の笠間クラインガルテンを活用し、

交流機能の充実を図ります。

●道の駅かさまを中心に、かさま魅力軸の強化及び周辺地域との連

携による地域活性化を促します。

地域資源を生かした
交流機能の充実

●稲田駅、福原駅周辺では、地域生活

の利便性を確保するため、既存の

都市機能の維持と必要な機能の集

積を促進します。

地域の歴史・文化と
調和した生活空間の創出

Ⅱ.西部地域

道の駅かさま

地域の将来像「歴史・産業と自然を生かした趣ある営み・文化空間」

●北山公園などの地域景観・自然

環境を保全するとともに、それ

ら自然空間と一体的な活用を図

ります。

誇りと愛着の持てる
美しい地域空間の創出

●友部駅周辺では、都市機能の更なる集積や施設の更新、空家・空

地、低未利用地の活用方策を検討します。

●畜産試験場跡地の利活用について、関係機関との協議を進め、拠

点形成を促進します。

都市機能の充実と
中心性の向上

●用途地域内では良好な都市空間の形成を目指し、道路や公園等

の都市基盤整備を進めます。

●都市機能の集積と新しい受け皿づくりに向け、都市的土地利用

を促進します。

●宅地化が顕著な地区では、秩序ある土地利用の誘導などを図る

ため、都市計画制度の活用を検討します。

質の高い生活空間の創出

Ⅲ.東部地域

友部駅

地域の将来像「賑わいとやさしさが迎える笠間の中心拠点」
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●茨城中央工業団地（笠間地区）や岩間 IC周辺の安居・押辺工業

地域では、利用促進に向けた企業誘致や道路などの都市基盤整

備を進めます。

●工業流通業務拠点の連携軸として、企業立地の進捗に合わせて、

都市計画道路の整備を促進します。

自然を身近に感じる
ゆとりある生活空間の創出

地域資源を生かした
交流機能の充実

誇りと愛着の持てる
美しい地域空間の創出

Ⅳ.南部地域 地域の将来像「自然を身近に感じる営みがある居住・交流空間」

ETOWA KASAMA

●岩間市街地では、愛宕山への回遊

の基点として、案内機能等必要な

交流機能の充実を図ります。

●岩間駅周辺などは、地域生活拠点を形成する都市機能の集積を図

ります。

●駅東地区では、都市計画道路等の整備に合わせて、駅周辺や道路

沿道における適切な土地利用の誘導を図るため、必要に応じて用

途地域の変更を検討します。

●国道３５５号バイパス沿道では、土地利用の混在を防ぐため、秩

序ある誘導に努めます。

●集落部や周辺の優良な農地については、生活空間及び営農空間と

して位置づけ、農業施策との整合を図りながら保全を図ります。

●宅地化が顕著な地区や幹線道路沿

道では、健全な宅地化の誘導と土

地利用の混在を防ぐため、都市計

画制度の活用を検討します。

●野口池周辺は、環境の保全を図る

とともに自然体験の場としての活

用を図ります。

誇りと愛着の持てる
美しい地域空間の創出

多様な産業が集積する
産業空間の創出

地域の将来像「交通利便性を生かした多様性のある産業空間」Ⅴ.南東部地域

茨城中央工業団地（笠間地区）
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７. まちづくりの実現に向けて

〔計画実現に向けた視点〕

都市計画マスタープランに示した方針に基づきま

ちづくりを進めるためには、具体的な都市計画制度

の活用や既存都市計画の精査、詳細計画が必要にな

ります。

まちづくりの実現においては、市民・ＮＰＯや事

業者との関わりの重要性が増しており、従来からの

「周知」という取り組みの充実に加え、「協働」関係

の構築が必要であり、市民協働の仕組みづくり、地

域の一員としての事業者の地域への関わり等を具体

化していくことが重要です。

また、笠間市の特性である観光・交流の振興や歴

史・文化資源の活用等を図りながら地域づくり、ま

ちづくりを進めるためには、「発信」という視点も重

要になると考えられます。

〔計画実現のための取り組み〕

本計画で示した方針に基づき将来像の実現に取り組むため、「まちづくりルール」と「まちづくりプロセス」の

構築を図ります。


